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共hlJ訳金会への寄付に対しては、感謝状の間！面が

あります。

20 万円以上・・・・ 中央共同募金会会長感尉状

50 万円以上 •中央共同募金会会長感樹楯

100 万円以上 500 万円未溝
．．・厚生労働大臣感謝状

• 
60万円以上・ •••…中央共同募金会会長感謝状

100 万円以上・・・・・・・・••••中央共同舅金会会長感謝楯

300 万円以上1,000万円未溝
．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．…厚生労働大臣感謝状

（注）胃人が 500 万円以上、企棄が 1.<XX)万円以上の行付をした
場合、貴釈制度の対象となる場合があります。また、昴
n府梨共同募金会ごとの基厚に基づさ、寄付Illこよって
感譴状のIll旦をしているところもあります。

"" ー＾ロー··“ ' 騎作 社会褐祉法人中央共同暮金会
このバンフレットU胃虹tれ層してい9r．臣昼西

共同募金への寄付と税制優遇
共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように寄付に対する

r優遇措置の対象団体」になっています。

税制上の優遇措置が講じられているのは、共同募金会の行う事業が社

会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金による助成が

社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。

●個人のこ寄付…所得税については所得控除または税額控除の、

住民税については税額控除の対象となります。

●法人のこ寄付…法人税については全額損金算入となります。

赤い羽根共同募金

、赤い羽根共同募金の使いみち
赤い羽根共同募金は、都道府県ことに設置された共同募金会で運営され、集まった募金はその県内で助成されます位）。

子どもたち、高齢者、障がい者、生活上の悩みや困難を抱える方などを支援するさまざまな福祉活動に役立てられます。

（※）災害時は票域をこえて助成を行うことがあります。

活動の対象者別内訳（紐4年印績）

助成総額： 142億9,781万6.677円

助成件数： 4万6,175件

その他及困害：：、；兒者
寄付金が、お住まいの地域や全国各地でどのように役立てられているか、具体的な内容を
ホームベージで公開しています。
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、兵同募金会への寄付金の税制優遇
A 赤い羽根共同募金 B 共同募金以外の寄付金 C社会福祉法人（特定公益増進法人）

として受け入れる寄付金

寄付金の種類

（指定寄附金）

寄付の時期 共同募金運動期間
左記期間外（左記期間内であっても受配

随時
者指定のある寄付金も含む）

寄1寸金の使途 社会福祉法第2条に規定されている社会福祉事業及び更生保護事業法第2条に規定
社会福祉を目的とする事業

されている更生保護事業

法 優遇措置の内容 全額損金算入(※l) 寄付金の特別損金算入（※ 2)

人
根拠法令等

法人税法第37条及び昭和40年 法人税法第37条及び昭和40年

税 大蔵省告示第 154号第4号 大蔵省告示第 154号第4号の2
法人税法第37条

所
所得控除(※ 3)

優遇措置の内容 税額控除（※4)

得 （注）所得控除か税額控除のいすれかを選ぷことができます。詳しくは、各都道府嗅共同募金会までお問い合わせください。

税 根拠法令等
所得税法第78条及び昭和40年 所得税法第78条及び昭和40年

所得税法第78条
大蔵省告示第 154号第4号 大蔵省告示第 154号第4号の2

個
優遇措置の内容

税額控除(※ 5)

人 寄付金額から2千円を控除した金額の 10％の税額控除

住 地方税法第37条の2、第314条の7
地方税法第37条の2、第314条の 7

民 根拠法令等 及び地方税法施行令第7条の 1 7、第
及び地方税法施行令第 7 条の 1 7、第

48条の9
48条の9並びに平成2年自治省告示第

税 66号

※根拠法令等は令和 6年4 月 1 日現在

【法人税】
※ 1 全額損金算入
一般の寄付金については、法人の資本金と所得金額によって計算される損金算入限度額があり、その限度額の範囲内でしか損金算入できま

せん。しかし、共同募金会に対する寄付金（上の表の A または B) は、財務省が「指定寄附金」の対象としていますので、損金算入限度額がなく、

その寄付金の全額が損金算入されます。

※ 2 寄付金の特別損金算入（こ参考）
法人が、社会福祉法人（特定公益増進法人）へ寄付金を支出した場合（上の表の C) は、次の金額を限度として所得の計符上、損金に算入

されます。損金に算入されなかった金額は一般の寄付金の額に含めます。

I 特別損金算入限度額＝（資木金 X0.375％十所得金額 X6.25%) X 1 /2 | 

例えば、資本金2.000 万円、当該事業年度の所得が 1,000 万円の会社における特別損金符入限度額は、 (75,000 円＋ 625.000 円） X 1 /2  = 

350.000 円となります。これと比較すると、共同硲金会に対する「指定寄附金」が全領損金符入できるということは、法人税法上格段の優遇

措骰がとられているといえます。

【・所得税】
※ 3 所得控除
「所得控除」とは、寄付者のその年分(I月～ 12 月）の課税対政となる所符から、

所定の金額が控除されることをいいます。

I 納付する税額＝（所得金額ー所得控除額） X 税率 I
［所得控除額＝寄付金額（年間所得の 40％を限度とする額）ー2,000 円

※ 4 税額控除

[※3 所得控除と※4税額控除の違い】

〇所得税率 20％の方が年間 1 万円のご寄付を

行う場合

●所得控除

(10.000-2,000) 円＝8,000円⇒所得控除額

8,000円 x20%= ［邑西団→璽付額
（お手元に戻る額）

◆所得税 1,600 円が還付＊されます

「税額控除」とは、納付すべき所得税額から、所定の金額が控除されることをいいます。 ●税額控除
ただし、税額控除額は、その年分の所得税額の 25％が限度となります。 (l0,000-2,000) 円 X40%= ＠互丞西） ⇒税額控除額

税額控除額＝（税額控除対象寄付金額ー2,000 円） X40% j （お手元に戻る額）
◆所得税 3,200 円が還付＊されます

【個人住民税】 ＊憤定申告による。上該あり

※ 5 個人住民税の税額控除
「税額控除」とは、納付すべき個人住民税の額から所定の金額が控除されるごとをいいます。→なお、地方・税である個大住民税ーは了国税~あ

る所得税の場合とは異なり、寄付先の共同募金会が所在する都道府県内に住所があることが必要となります。

税額控除額＝ I寄付金額（年間所得の 30％を限度とする額）ー2,000 円I X10% | 
例えば、 1 万円の寄付を行う場合、寄付額から 2,000 円を差し引いた 8,000 円に 10％を乗じた 800 円が、個人住民税額から控除されます。

、相続財産の寄付、遺贈
・個人が生前に共同募金会に寄付することとしていた遺産については、相続税がかかりません。

・相続された方が相続税の申告期限までに共同募金会に寄付した遺産については、相続税がかかりません。

・中央共同募金会では、遺贈・相続財産の寄付についてのご相談を常時受け付けております。

現金に限らす、有価証券や不動産での寄付についてもこ相談ください。

遺贈・遺産の寄付について、詳しくは遺贈に関するバンフレット「赤い羽根共同募金からこ遺贈・相続寄付に関する

こあんない」をこ覧ください。（中央共同募金会ホームベージに掲載しています。 https://www.akaihane.or.jp/izou/) 〗眉骨
中央共同募金会 !!03-3581-3846 岱 kikin@c.akalhane.or.jp
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